
令和８年度 兵庫県立阪神特別支援学校スクールバス運行管理業務委託仕様書

この仕様書は、スクールバス運行管理業務の大要を示すものであって、受託者は現状に応じ、こ

こに記載されていない事項については、兵庫県立阪神特別支援学校長（以下、「発注者」という。）

と協議のうえ、誠意をもって行うものとする。

なお、本契約は運転員や添乗員の提供のみならず、車両の整備、修理、燃料、備品、消耗品等の

購入、車両運行管理のための事務手続及び事務処理全般等、車両運行管理全体にかかる請負契約で

ある。また、本県所有のバスを用いた、いわゆる「自家用自動車管理業」であり、道路運送法上に

かかる事業許可は不要である。

１ 委託業務について

受託者は、仕様書に基づき、法令を遵守し、安全かつ適正に運行の業務等を行うこと。

① 車両の運行に関する業務

            ア 受託者は、発注者が作成した運行計画に基づき運行すること。（別紙のとおり）

但し、安全運転の確保等が困難と判断する場合は委託者と協議することとする。

イ 受託者は、この業務に適した運転員（大型自動車第二種運転免許証を保有し大

型バスの運転経験を有することが望ましい）を配置すること。また、運転員の病

気等に備え、特定の代替運転員を配置し、予め書面にて発注者に通知すること

ウ 運行にあたっては、運行前点検から運行、運行後点検、清掃までを行うこと。

          (ｱ) 基準内運行

(i) 生徒登校日における通常の児童生徒の送迎に伴う運行（長期休業期

間中における登校日を含む。） 予定日数  日

  なお、運行日数が予定日数を下回った場合には、別途提示する全車

両が登校・下校ともに運行しなかった日数に応じた額を減額する。た

だし、バスが車庫を出発後に暴風警報の発令等により休校となった日

については運行日として、減額しない。

  （参考）令和７年度の基準内運行減額単価

      １日あたり １４，９２５円

 (ⅱ) 各学期前、車両変更時等における試走

              (ｲ) 基準外運行

上記(ｱ)以外において校外活動等学校長が教育上必要とする活動に係

る運行

なお、基準外運行については、別途提示する走行距離に応じた額を委

託料に加えて支払する。

（参考）令和７年度の基準外運行単価

     １kmあたり113円

③ 車両の点検、整備、修繕等の維持管理に関する業務

     善良な管理者の注意をもって、車両が完全かつ適切に使用できるよう、点検、整備及

び修繕等の維持管理を行うこと。なお、下記の点は、委託業務に含むので、注意するこ

と。

ア 法定点検（車検、３か月点検）

(ｱ) 道路運送車両法その他関連法令等に基づき適切かつ完全に実施すること。

但し、重量税及び自動車賠償責任保険料、法定リサイクル料金については、

発注者が負担する。



(ｲ) 受託者において法定点検を実施できない場合は、必要に応じ協議を行い、

当該事項に関する再委託を認めることがある。

イ 道路運送車両法等に基づく日常点検を行うこと。

ウ 燃料、オイル等について、購入及び補充を適切かつ完全に行うこと。

エ 車両の整備等について、あらかじめ仕様書において指示したものは、時期等につ

いて、学校と協議の上、行うこと。

オ 点検、整備、修繕等の状況は、必要に応じ発注者へ協議するとともに、その結果

は書面により発注者へ報告すること。

カ 車両の故障等により運行不能な時は、代替車両により児童・生徒の通学を確保す

ること。なお、原則、点検・整備等は、発注者と調整し、スクールバスの運行日以

外に実施すること。

キ 整備管理者の選任、届出等、法令に基づく必要な手続を行うこと。等

④ 車両の美化に関する業務

車両の内外の清掃を日常的に行い、清潔に保つこと。

⑤  上記①～④に付随する業務

２ 車両について

(1) 受託者は、発注者が所有するバスを無償で使用することができる。また、発注者が所有す

るバスは委託業務以外に使用しないこと。

(2) 受託者は、車両管理のための事務手続、事故処理全般等について適正に処理すること。

３ 業務の履行について

委託業務の履行にあたって、委託者が別途提示する項目を遵守するとともに、次の事項を守

らなければならない。

ア 受託者は、委託業務の完遂を期すため、（運転員及び添乗員のほかに、）管理責任者を

置くこと。

イ 管理責任者は、運転員（及び添乗員）を指揮監督するとともに、特別な委託事項の処理

及び、円滑な業務の履行を管理し、発注者との連絡にあたらせること。

ウ 受託者は、運転員（及び添乗員）に対し、受託者の従業員であることを示す名札を着用

するなど、その地位を明確に、業務の迅速かつ適切な遂行を期すること。

エ 管理責任者は、運行開始前に運転員（及び添乗員）の健康状態を確認するとともに、運

転員の呼気をアルコール検知器により検査すること。酒気帯びがあった者は運転に就かせ

ず、酒気帯びのないことを確認した代替運転員を運行にあたらせること。

オ 受託者は、積雪、交通渋滞等による道路状況の変化を常に把握し、安全運行及び正常運

行に努めること。

カ 運転員（及び添乗員）は、障害の実態を正しく理解し、常に児童生徒の状況把握と安全

確保に努めること。

キ 受託者は、車両管理確認日誌、（介助日誌、）車両走行実績及び車両管理報告書により、

その業務履行について、発注者の検収を得ること。

ク 発注者は、運転員（及び添乗員）に著しく不適当と認められる者がある場合、受託者

にその交代を求めることができるものとする。

４ 緊急時の対応および連絡について

(1)受託者は、自然災害等が発生又はその恐れがある場合は、発注者と協議のうえ対応を決定

する。



(2)受託者は、事故及び不測の事態等が発生した場合は、直ちに緊急連絡先に連絡するととも

に、発注者と協議のうえ事故等の処理にあたること。受託者は、安全運行上の問題が生じ

た場合は、発注者と別途協議すること。

５ 経費区分について

委託業務にかかる経費は、受託者が負担すること。また、経費について、発注者が負担する

もの等は下記のとおりとする。但し、発注者が負担するものについて、受託者の故意または過

失による場合はこの限りでなく、受託者が負担すること。

(1) 車両の維持管理等に要する備品及び消耗品については、下記により行うものとする。な

お、本仕様書により指示したものについては、受託者が実施し、経費負担すること。但し、

発注者が経費負担を行う場合は、発注者の規定により行うので、必要に応じ事前に協議す

ること。

① 備品（車両本体から独立し、かつ常備されている標準装備のもの）の購入につい

ては、原則として発注者が行い、負担するものとする。

（発注者が実施、負担するものの例）

非常用工具、ジャッキ、三角表示板、フロアマット、シートカバー（クリー

ニングを含む。）、スペアタイヤ、赤旗、非常灯発煙筒 等

② 消耗品（車両の美観、性能維持等、日常の車両手入れに使用するもの及び燃料）

の購入については、受託者が行い、経費負担するものとする。

         （受託者が負担するものの例）

用品：ワックス、ガラスクリーナー、ポリッシュクリーナー、洗浄ウォッシャ

ー液、バッテリー、曇り止め、タイヤチェーン等

用具：洗車ブラシ、モップ、ウェス、バケツ、タワシ、ほうき、毛バタキ、脚

立ホース等の洗浄用品、消臭用品等

燃料：ガソリン、軽油等

(2)車両の整備、修繕については、下記により行うこととする。なお、本仕様書により指示

したものについては、受託者が実施し、経費負担すること。但し、発注者が実施、経費

負担を行う場合は、発注者の規定により行うので、事前に協議すること。

ア 発注者が負担のもの

(ｱ) 車両に係る下記の修繕で、１箇所の見積額が 10 万円（税抜き）を超えるも

のについて、故障等による機能欠損、低下等が認められ、スクールバスの運

行上、影響があると発注者が認めたもの。

Ａ エンジン機構、動力伝達機構、ステアリング機構、前後アクスル機構、

排ガス機構、電子制御機構、乗員保護機構、ブレーキ機構、空調機構、

タイヤ等本来より車両に付帯したもの。但しタイヤ（スタッドレスタイ

ヤを含む。）の購入、取付け、処分について、仕様書において指示した

場合を除く。

Ｂ ボディー外板の塗装、剥離、錆、雨漏り及び車両内部のシート等経年劣

化によるもの

(ｲ) 児童・生徒の行為に起因する損傷を回復するもの。

イ 受託者が実施、負担するものの例

(ｱ) オイル類（グリスアップオイル、エンジンオイル等）および尿素水（AdBlue）

の購入とその補充、交換等



(ｲ) バッテリー、ファンベルト、各種電球、ブレーキパット、ボルト類等消耗摩耗

部品とその交換

(ｳ) タイヤ（スタッドレスタイヤを含む。）の購入、取付け及び処分。但し、仕様

書において指示をしたものに限る。

(ｴ) 上記ア(ｱ)Ａ、Ｂのうち、１箇所の見積額が 10万円（税抜き）以下のもの

(ｵ) 仕様書において、特に指示したもの

(ｶ) その他受託者が必要により設置する機器等及びその維持、撤去費用

(3)重量税及び自動車賠償責任保険料、法定リサイクル料金については発注者が負担する。

(4)車両の故障等の緊急時の代替車両に係る経費については、下記のとおりとする。

 代替車両にかかる経費については、発注者と受託者は料金等について別途協議するも

のとする。

６ 再委託等について

(1) 受託者は、受託業務の全部を一括して第三者に委託することはできない。

(2) 受託者は、発注者が承認すれば委託業務の一部を第三者に委託することができる。

(3) 発注者は、必要に応じて受託者と協議し、その業務の一部を第三者に委託することがで

きる。この場合において、スクールバス運行委託料から委託に要する経費を減額する。

７ 任意保険の加入について

   受託者は、下記を最低限とした任意保険に加入すること。

   (1) 対人賠償については無制限、対物賠償については１事故につき無制限、人身傷害補償は

１人につき3,000万円の任意保険。

(2) 受託者は、保険証券の写しなど任意保険の加入内容等がわかる書類を、発注者へ提出す

ること。

８ 損害賠償

   受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、こ

れを賠償しなければならない。

９ 個人情報の保護について

    受託者は、個人情報の保護に関する条例(平成８年兵庫県条例第24号)第12条の規定に基づき、

事業者には個人情報に対する安全確保の措置を講じなければならない。（契約書内「個人情報

取扱特記事項」参照）

10 見積内容について

   入札にあたっては、委託内容に従い、下記の費用を見積の上、入札書を作成すること。

(1) 人 件 費・・・給料・手当・賞与等及び業務従事者の健康管理に係る経費

(2) 燃料油脂等・・・軽油（ガソリン）・オイル交換等・冷暖房等

(3) 車両修繕費・・・法定点検・整備・修繕・消耗品費等

    ※「スクールバス状況表」に示す令和７年度整備を要する事項等にかかる整備費、摩耗部

品の取替え及び車検における消耗品、調整費、各種申請費用（発注者が負担する重量税

及び自動車賠償責任保険料、法定リサイクル料金は除く。）を含む。

(4) 諸 経 費 ・・・事務諸費・任意保険料・一般管理費



11 その他注意事項

(1) 関係書類等に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。

(2) 兵庫県暴力団排除条例（平成22年条例第35号）の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、

契約者には、ア 暴力団または暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関

係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の

請求等についても異議がない旨の誓約書の提出を求めることとする。また、契約書には、

ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。なお、業務の一部を第三

者に委託する場合については、その第三者にも上記誓約書の提出を求めることとする。


